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第２章 田辺市の環境行政

第１節 田辺市環境行政機構

田辺市環境行政機構図 （令和５年10月１日現在）

所 掌 事 務
⑴ 環境保全の推進に関すること。
⑵ 自然公園の保全に関すること。
⑶ 公害に関すること。

環境部 環境課 環境対策係
⑷ そ族及び昆虫に関すること。
⑸ 墓地に関すること。
⑹ 斎場に関すること。
⑺ 生活環境美化に関すること。
⑻ 前各号に附帯する事項に関すること。

⑴ 環境保全に係る企画及び調整に関すること。

環境企画係 ⑵ 脱炭素社会に関すること。

⑶ 前２号に附帯する事項に関すること。

生活排水係

⑴ 生活排水対策に関すること。
⑵ 浄化槽に関すること。
⑶ 地域排水処理施設の管理に関すること。
⑷ 集落排水処理施設の管理に関すること。
⑸ 戸別排水処理施設に関すること。
⑹ 特定環境保全公共下水道の管理に関すること。

⑴ 一般廃棄物の減量推進に係る施策の企画等に関すること。

⑵ 一般廃棄物処理計画に関すること。

⑶ 一般廃棄物に関する市民の意識啓発及び自主的活動の促進に関すること。

⑷ 一般廃棄物のリサイクル推進に関すること。

廃棄物処理課

⑸ ごみ分別指定袋に関すること。
⑹ 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。

廃棄物対策係
⑺ 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の許可及び指導に関すること。

⑻ し尿に関すること。
⑼ 田辺市周辺衛生施設組合に関すること。
⑽ 上大中清掃施設組合に関すること。
⑾ 富田川衛生施設組合に関すること。
⑿ 紀南環境衛生施設事務組合に関すること。
⒀ 紀南環境広域施設組合に関すること。

⑴ 一般廃棄物処理施設の管理及び運営に関すること。

施設業務係
⑵ 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。
⑶ 一般廃棄物の特別収集に関すること。
⑷ 犬、猫等の死体処理に関すること。

⑴ ごみ及びし尿に関すること。
龍神行政局 ⑵ 公害に関すること。
中辺路行政局

住民福祉課 保健福祉係
⑶ そ族及び昆虫に関すること。

大塔行政局 ⑷ 生活環境美化に関すること。
本宮行政局 ⑸ 自然公園に関すること。

⑹ 排水処理施設及び浄化槽に関すること。
⑺ 墓地に関すること。



第２節 環境施策の方針

本市では2017年（平成29年）７月に新たな10年間のまちづくりの指針となる
「第２次田辺市総合計画」を策定し、まちづくりの理念に掲げる「一人ひとり
が大切にされ、幸せを実感できるまちづくり」に基づき、まちの将来像「人と
地域が輝き、未来へつながるまち田辺」の実現に向けたまちづくりの基本方向
である「人」「活力」「安全」「希望」「安心」「快適」の６つの政策のうち、
環境政策の方針を「安心」「快適」として定めました。さらに、2022年（令和
４年）３月には、「第２次田辺市総合計画後期基本計画」を策定し、令和４年
度から令和８年度までの５年間に実施する政策の基本方向や将来あるべき姿、
施策の展開を示しています。
本冊子では、各項目ごとに具体的な取組と現在の状況などについて解説して

います。

１ まちづくりの基本方向（環境政策のみ抜粋）
「安 心」
誰もが住み慣れた地域や家庭で、共に助け合いながら、健康で安心して、
希望を持って暮らすことのできる生活を確保します。
「快 適」
多様な価値観に応じて、市民が住んでよかった、来訪者も住んでみたいと
思える、良好で快適な生活空間づくりや、国内外との交流を視野に入れた機
能的な基盤づくりを進めるとともに、自然と暮らしの調和を図りつつ、豊か
な自然環境を保全し、未来へ継承します。

２ 施策の体系

３ 施策の展開

「安 心」
斎場・墓地
（将来あるべき姿）
斎場や墓地の適正な運営管理が行われています。

（まちの現状と課題・政策の展開）
① 老朽化が進んでいた斎場については、最新設備を導入し、周辺環境
や景観に配慮した施設として令和２年に供用を開始しています。
□ 新斎場の適正な管理運営に努めます。

② 市営墓地の適正な維持管理に努めていますが、施設の老朽化対策な
ど、計画的な施設の整備が必要となっています。また、市営墓地の返
還が進んでいます。
□ 老朽箇所や危険個所の計画的な整備を行うとともに、適正な維持
管理に努め、墓地内の良好な環境を保持します。また、使用者・管
理者の確認を行い、放置区画の状況把握に努めるとともに、墓地募
集の手法を検討します。
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「快 適」
⑴ 都市・生活環境
（将来あるべき姿）
都市機能の向上と良好な生活環境の確保が図られ、住みよいまちづくり
が推進されています。
（まちの現状と課題・政策の展開）
① 汚水処理人口普及率は、全国平均を大きく下回っていることから、
生活排水処理施設の整備等を総合的に進めていく必要があります。
□ 特定環境保全公共下水道、農業・林業・漁業集落排水処理施設、
地域排水処理施設の供用率向上に取り組むとともに、戸別排水処理
施設も含めて、適正な維持管理に努めます。
□ 公共下水道事業や集合排水処理施設との整合を図りながら、浄化
槽設置整備事業を推進します。

⑵ 自然環境
（将来あるべき姿）
豊かな自然環境が保全されているとともに、良好な自然景観・文化的景
観が守られています。
（まちの現状と課題・施策の展開）
① 本市においては、吉野熊野国立公園・高野龍神国定公園をはじめ、
城ヶ森鉾尖県立自然公園・果無山脈県立自然公園・日置川県立自然公
園・大塔山県立自然公園が自然公園に指定されており、令和２年５月
には、日置川県立自然公園への名称変更（旧称：大塔日置川）及び大
塔山県立自然公園が新たに指定されています。今後も本市の自然資源
を再検証し、価値向上に向けた取組が必要です。
□ 豊かな自然を未来へ引き継ぐため、自然公園等における環境の保
全と適正な利活用に努めます。また、本市の自然資源の持つ価値を
見直し、関係機関と連携の下、持続可能なまちづくりに資する活用
ができるよう取り組みます。
□ 天神崎の自然を大切にする会と連携しながら、天神崎の豊かな自
然の保全に努めます。
□ 吉野熊野国立公園内への利用拠点施設の誘致に取り組みます。
② 2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体として、
ゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、和歌山県も
2021年３月、2050年度までに温室効果ガス実質ゼロになることを目指
し、2030年度までに2013年比マイナス30％にする目標を定めました。
カーボンニュートラルの実現に向けては、誰もが、無関係ではなく、
市民・企業・行政がそれぞれの役割に応じて、温室効果ガスの排出量
の削減並びに吸収作用の保全及び強化に取り組む必要があります。
□ 2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に向けて、研
究・検討を進め、市民・企業・行政がそれぞれの役割に応じて、そ
の推進に努めます。
□ 「温室効果ガス排出抑制等田辺市実行計画」やグリーン購入の推
進等により、地球環境問題に取り組むとともに、本市の特性や地域
資源を生かした、自然エネルギーの活用について、関係機関との連
携により検討を進め、その導入推進に努めます。

⑶ 環境衛生
（将来あるべき姿）
市民と行政の協働による地域環境美化の意識高揚により、環境浄化や美
化活動の取組が推進され、美しいまちづくりが進められています。
（まちの現状と課題・施策の展開）
① 各種団体や事業所の参画の下、田辺市環境美化連絡協議会を組織し、
市民・企業・行政の協働による環境保全と美化の推進に努めています。
□ 市民・企業・行政の協働による美しいまちづくりに向け、田辺市
環境美化連絡協議会等と連携し、環境を考える市民の集いやクリー
ン作戦を実施するとともに、更なる啓発活動に取り組みます。

② 振動、騒音、悪臭を発生するおそれのある事業所や建設作業につい
て、随時、指導や監視を行うとともに、水質汚濁の監視調査を実施し
ています。また、生活環境に悪影響を及ぼす不法投棄の防止に取り組
んでいます。
□ 県や関係機関等と連携を図り、水質汚濁の監視調査の継続と不法
投棄を防止する取組を推進するとともに、騒音等の公害防止に向け、
事業者や市民に対する啓発に努めます。



紀南環境広域施設組合
2013年（平成25年）
５月１日に田辺市、
新宮市、みなべ町、
白浜町、上富田町、
すさみ町、那智勝浦
町、太地町、古座川
町、串本町が廃棄物
の最終処分場の設置
等を共同処理するた
めに設立した一部事
務組合

③ 地域住民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るための取組を進
めています。
□ 地域住民の生活環境を保全し、公衆衛生の向上を図るため、小溝
清掃を実施するとともに、飼い主のいない猫の個体数の減少等に努
めます。

④ 飲食店等が集積する紀伊田辺駅前周辺地域のごみ処理については、
駅前美化推進協議会が組織され、収集や啓発において、独自の取組が
進められていますが、一般のごみ集積所に絶えず収集されないごみが
発生する状況が改善されない中、駅前美化推進協議会への加入促進や
分別及びごみの排出に係る指導啓発を実施し、駅前環境の改善に努め
ています。
□ 紀伊田辺駅前周辺地域の環境美化啓発を実施し、市民や来訪者に
とって快適な環境づくりに取り組みます。

⑷ ごみ・リサイクル
（将来あるべき姿）
「循環型社会形成推進基本法」に基づく３Ｒ（排出抑制、再利用、再生
利用）により、ごみの排出抑制及び資源化が進められ、循環型社会の構
築が推進されています。
（まちの現状と課題・施策の展開）
① 廃棄物処理においては、排出抑制（リデュース）が最も重要であり、
可能な限り排出を抑制する取組が求められるとともに、ごみとして排
出されるものについては、再利用（リユース）・再生利用（リサイク
ル）を適正に実施する必要があります。
□ ごみの分別を徹底するとともに、古紙ステーションなど、拠点回
収の積極的な活用を図ります。また、埋立てごみに含まれる鉄類や
プラスチック類の資源化に努め、リサイクル率の向上を図ります。
□ 資源ごみの集団回収を継続して奨励することにより、ごみの減量
や資源の有効利用を拡大するとともに、生ごみの減量化と資源化を
図るため、生ごみ処理機や処理容器の購入を促進します。
□ ごみ減量及びリサイクル推進協力店制度を活用し、市内の量販店
等による過剰包装の改善やレジ袋削減運動、トレイ・牛乳パック・
ペットボトル等の回収を促進します。
□ 広報誌やごみ収集カレンダー等により、ゴミの排出状況や排出方
法などについて時期を捉えた情報発信を図るとともに、地域学習会
や施設見学等を通じて、３R（リデュース、リユース、リサイク
ル）の推進を図るための啓発を行います。

② ごみの収集体制については、市民がごみを分別し、出しやすい環境
を整えています。
□ 民間事業者への委託による市全域収集の実施をはじめ、高齢者や
障害者等のごみの搬入が困難な世帯を対象とした特別収集のほか、
ペットボトル等を対象とした拠点回収、ごみ集積所の整備、ごみ収
集カレンダーやごみ分別辞書の作成により、市民がごみを分別し、
出しやすい環境づくりを進めます。

③ 構成市町等と連携し、広域最終処分場の適切な運営に努めるととも
に、現有の埋立てを終了した管理型最終処分場についても、埋立廃棄
物が安定化し、施設の廃止が認められるまで、浸出水処理施設等の維
持管理を継続する必要があります。
□ 廃棄物の最終処分については、搬入基準を満たす適切な中間処理
を行うとともに、組合*と連携しながら広域最終処分場の適切な管
理運営を図ります。
□ 現有の最終処分場について、施設を廃止するまでの間、浸出水処
理施設等の適正な維持管理に努めます。

④ ごみ焼却施設については、平成26年度から平成28年度までの３年で
基幹的設備改良を実施し、焼却施設の長寿命化を実現しましたが、今
後は、和歌山県広域化計画に基づく田辺広域ブロックの構成自治体
（みなべ町、上富田町、白浜町、すさみ町）と連携を図り、既存施設
の状況も見極めながら、将来的に広域化に向けた取組が必要となりま
す。
□ 一般廃棄物中間処理施設について、田辺周辺広域市町村圏組合の
構成市町による共同設置を目指すという共通認識の下、広域化に向
けた取組を進めます。
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